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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マンセル色相環１００において、５Ｙを０、時計方向を＋（プラス）、反時計方向を－
(マイナス)として表した場合、色相（Ｈ）が、＋１５～＋４７．５又は－１０～－３５の
範囲にある着色料で、フィルタ基材を淡色に着色したたばこフィルタを吸口側端部に有す
る紙巻たばこ。
【請求項２】
　着色料の色相（Ｈ）が、＋２０～＋４７．５又は－１２．５～－３０の範囲にある請求
項１記載の紙巻たばこ。
【請求項３】
　マンセル表色系で表される着色料の明度（Ｖ）が４以上である請求項１又は２記載の紙
巻たばこ。
【請求項４】
　着色料の色相（Ｈ）が、＋２０～＋４７．５の範囲にあり、着色料の彩度（Ｃ）が４以
上である請求項１～３のいずれかに記載の紙巻たばこ。
【請求項５】
　着色料の色相（Ｈ）が、－１２．５～－３０の範囲にあり、着色料の彩度（Ｃ）が８以
上である請求項１～３のいずれかに記載の紙巻たばこ。
【請求項６】
　食用色素により着色された請求項１～５のいずれかに記載の紙巻たばこ。
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【請求項７】
　たばこフィルタ中の着色料の重量含有率が、１ｐｐｍ以上４０ｐｐｍ未満である請求項
１～６のいずれかに記載の紙巻たばこ。
【請求項８】
　フィルタ基材が、セルロースアセテート繊維トウである請求項１～７のいずれかに記載
の紙巻たばこ。
【請求項９】
　着色料の色相（Ｈ）が、＋２０～＋４７．５の範囲にある請求項１又は２記載のたばこ
フィルタと、メントール系の香料とを有する請求項１～４、６～８のいずれかに記載の紙
巻たばこ。
【請求項１０】
　着色料の色相（Ｈ）が、－１２．５～－３０の範囲にある請求項１又は２記載のたばこ
フィルタと、シトラス系の香料とを有する請求項１～３、５～８のいずれかに記載の紙巻
たばこ。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれかに記載の紙巻たばこを喫煙し、フィルタの色とタール由来の
色とを混色して、フィルタの色相（Ｈ）を喫煙前後で、５以上変化させる方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、喫煙により色が変化する紙巻たばこ（シガレット）のフィルタ及びそのフィ
ルタを有するたばこ、並びにそのフィルタの変色方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　紙巻たばこのフィルタは、清潔感が重視され、通常、酸化チタンで白色に調整されてい
る。このような白色のたばこフィルタは、意匠性に乏しく、喫煙後の吸殻は茶色味を帯び
、不快感を与えることもある。
【０００３】
　このような観点から、喫煙後においても、優れた意匠性を有するたばこフィルタが知ら
れており、特開２００３－３１０２３５号公報（特許文献１）には、たばこ煙中の粒子成
分付着による変色を利用し、吸口側に模様を形成できるたばこフィルタが開示されている
。このフィルタは、コア部とシース部とを有しており、それぞれの換算通気抵抗の比率を
４又は５以上とすることで、たばこ煙中の粒子成分による着色度合に差をつけ、吸口側に
コア部断面形状に起因する模様を形成できる。特許文献１には、コア部又はコア部とシー
ス部の両方をそれぞれ任意の色に着色、あるいは任意の色の素材を選択できることが記載
されている。しかし、実施例では、着色について具体的な記載はされていない。
【０００４】
　有彩色に着色されたたばこフィルタとして、例えば、特開２００３－１０２４５７号公
報（特許文献２）には、シコニンなどのフリーラジカル除去能力を有する色素と、セルロ
ースアセテート繊維などのフィルタ基材とで構成されたフィルタが開示されている。この
フィルタは、使用前は赤～赤紫色に着色されているが、フリーラジカルの除去に従って色
素が無色へと変化していくため、目視でフィルタの交換時期が確認できるという特徴を有
している。しかし、喫煙後に色素が無色へと変化していくため、使用後のフィルタはター
ルなどで茶色味を帯びている。
【０００５】
　また、カラフルな色彩で、濃色に着色されたたばこフィルタも知られている。特開２０
０３－１７２８６２号公報（特許文献３）では、食用色素などの着色料と、可塑剤と、着
色料及び可塑剤に相溶性のある溶剤とを含む混合溶液でフィルタ基材を着色することで、
溶剤を使用しない場合と比較して、濃く均一な色調を発現できるたばこフィルタが記載さ
れている。実施例では、フィルタ基材であるセルロースアセテート繊維トウを、着色料と
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しての食用青色１号や食用赤色１０６号と、トリアセチルグリセリンと、プロピレングリ
コールとを含む混合溶液を用いて濃色に着色している。得られるフィルタは、濃色に着色
され、喫煙後の吸殻においても、タール由来の茶色味が目立ちにくく、見た目の不快感は
軽減される。また、カラフルな色彩で、濃く均一に着色ができるという点において、意匠
性に優れている。しかし、喫煙によるフィルタ外観（例えば、色彩など）の変化を利用し
て趣向性を持たせるという発想はない。
【０００６】
　また、これらの文献には、喫煙による変色を利用して、喫煙後の吸殻においても、不快
感が軽減されるよう、フィルタの色を変化させることについては記載されていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－３１０２３５号公報（特許請求の範囲、段落[０００２]－
[０００４]、[００１５]、実施例）
【特許文献２】特開２００３－１０２４５７号公報（特許請求の範囲、段落[００４１]－
[００４３]）
【特許文献３】特開２００３－１７２８６２号公報（特許請求の範囲、段落[０００２]－
[０００４]、[０００７]－［０００９］、[００３３]、実施例）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って、本発明の目的は、喫煙により色が変化する趣向性（ファッション性）に優れた
たばこフィルタ、このフィルタを有するたばこ、及びこのフィルタの色を変化させる方法
を提供することにある。
【０００９】
　本発明の他の目的は、着色による意匠性に加えて、喫煙による色の変化などの趣向性（
ファッション性）を有し、視覚的な演出を利用して、喫煙における新たな楽しみを付与で
きるたばこフィルタ、このフィルタを有するたばこ、及びこのフィルタの色を変化させる
方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、前記課題を達成するため鋭意検討した結果、特定の色相を有する着色料
で、フィルタ基材を淡色に着色すると、喫煙により生じるタールの色との混色により、不
快感が軽減された色に変化することを見いだし、本発明を完成した。
【００１１】
　すなわち、本発明のたばこフィルタは、マンセル色相環１００において、５Ｙを０、時
計方向を＋（プラス）、反時計方向を－(マイナス)として表した場合、色相（Ｈ）が、＋
１５～＋４７．５又は－１０～－３５の範囲にある着色料で、フィルタ基材を淡色に着色
している。
【００１２】
　前記着色料の色相（Ｈ）は、＋２０～＋４７．５又は－１２．５～－３０の範囲にあっ
てもよい。また、マンセル表色系で表される着色料の明度（Ｖ）は４以上であってもよい
。さらに、色相（Ｈ）が、＋２０～＋４７．５の範囲にある着色料の彩度（Ｃ）は４以上
であってもよい。また、色相（Ｈ）が、－１２．５～－３０の範囲にある着色料の彩度（
Ｃ）は８以上であってもよい。着色料は、食用色素であってもよく、たばこフィルタ中の
着色料の重量含有率は、１ｐｐｍ以上４０ｐｐｍ未満であってもよい。
【００１３】
　また、フィルタ基材はセルロースアセテート繊維トウなどであってもよい。
【００１４】
　本発明には、前記たばこフィルタを有するたばこも含まれる。また、たばこは、例えば
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、色相（Ｈ）が、＋２０～＋４７．５の範囲にある着色料で着色されたたばこフィルタと
、メントール系の香料とを有するたばこ；色相（Ｈ）が、－１２．５～－３０の範囲にあ
る着色料で着色されたたばこフィルタと、シトラス系の香料とを有するたばこなどであっ
てもよい。
【００１５】
　また、本発明には、前記たばこフィルタを有するたばこを喫煙し、フィルタの色とター
ル由来の色とを混色して、フィルタの色相（Ｈ）を喫煙前後で、５以上変化させる方法も
含まれる。
【００１６】
　なお、本明細書中、「色相（Ｈ）」、「明度（Ｖ）」及び「彩度（Ｃ）」とは、マンセ
ル表色系で表される色彩の３つの属性を意味する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明では、特定の色相を有する着色料で、フィルタ基材を淡色に着色するため、得ら
れるたばこフィルタは、喫煙による色の変化などの趣向性に優れている。このフィルタに
より、視覚的な演出を利用した喫煙における新たな楽しみなどの付加価値を与えることが
できる。また、喫煙前においても着色による意匠性を付与できる。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　［たばこフィルタ］
　本発明のたばこフィルタは、特定の色相を有する着色料で、フィルタ基材が淡色に着色
されており、喫煙によりフィルタの色を変化させることができる。
【００１９】
　（着色料）
　着色料としては、マンセル表色系で表される色相（Ｈ）が、特定の範囲にある着色料が
使用できる。マンセル表色系は、物体色を色相（Ｈ）、明度（Ｖ）及び彩度（Ｃ）の三属
性から構成される空間に、三属性それぞれを等間隔に分割・配置して表示するシステムで
あり、ＪＩＳ　Ｚ　８７２１「色の表示方法－三属性による表示」などで採用されている
。色相（Ｈ）は、赤（Ｒ）、黄赤（ＹＲ）、黄（Ｙ）、黄緑（ＹＧ）、緑（Ｇ）、青緑（
ＢＧ）、青（Ｂ）、青紫（ＢＰ）、紫（Ｐ）及び赤紫（ＲＰ）の１０色相を順次に時計方
向に環状となるよう配置し、さらに、それぞれの色相を等間隔に１０分割すると、環全体
を１００色相としたマンセル色相環となる（以下、マンセル色相環１００という）。本明
細書では、マンセル色相環１００において、５Ｙを０、時計方向を＋（プラス）、反時計
方向を－(マイナス)として、色相（Ｈ）を－５０～＋５０の範囲で表示する。
【００２０】
　本発明において使用する着色料の色相（Ｈ）は、＋１５～＋４７．５又は－１０～－３
５程度の範囲から選択でき、好ましくは＋２０～＋４７．５又は－１２．５～－３０、さ
らに好ましくは＋２５～＋４５又は－１５～－２５程度であってもよい。着色料の色相（
Ｈ）が前記範囲から外れると、喫煙による色の変化が小さく、趣向性（意匠性）が低下す
るおそれがある。
【００２１】
　また、着色料の明度（Ｖ）は、４以上（例えば、４～９．５など）であってもよく、好
ましくは５以上（例えば、５～９）、さらに好ましくは６以上（例えば、６～８）であっ
てもよい。着色料の明度（Ｖ）が低すぎると、暗色となり、吸殻も黒味を帯びるため、不
快感を与えるおそれがある。
【００２２】
　さらに、色相（Ｈ）が＋２０～＋４７．５の範囲にある着色料の彩度（Ｃ）は４以上（
例えば、４～１０）、好ましくは５以上（例えば、５～９）、さらに好ましくは６以上（
例えば、６～８）であってもよい。また、色相（Ｈ）が－１２．５～－３０の範囲にある
着色料の彩度（Ｃ）は８以上（例えば、８～１４）、好ましくは９以上（例えば、９～１
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３）、さらに好ましくは１０以上（例えば、１０～１２）であってもよい。着色料の彩度
（Ｃ）が低すぎると、フィルタが無彩色に近くなるため、意匠性が失われ、吸殻は茶色又
は黒味を帯びるため、不快感を与えるおそれがある。
【００２３】
　なお、着色料の色相（Ｈ）、明度（Ｖ）、及び彩度（Ｃ）は、ＪＩＳ　Ｚ　８７２１に
準拠し、粉末状態の着色料をミノルタ社製多角度分光光度計「ＣＲ－４００」などを使用
して測定できる。
【００２４】
　代表的な着色料としては、食用色素が好適に利用できる。食用色素は、合成色素又は天
然色素のいずれの色素であってもよい。
【００２５】
　合成色素としては、青色系色素（例えば、食用青色１号、食用青色２号）、赤色系色素
（例えば、食用赤色２号、食用赤色３号、食用赤色４０号、食用赤色１０２号、食用赤色
１０４号、食用赤色１０５号、食用赤色１０６号）などが挙げられる。
【００２６】
　天然色素としては、青（乃至緑）系色素（例えば、クチナシ青色素、スピルリナ色素、
クロロフィル）、赤（乃至赤紫）系色素（例えば、クチナシ赤色素、ベニコウジ色素、ベ
ニバナ赤色素、ビートレッド、トマト色素、シソ色素、アカキャベツ色素、アカダイコン
色素、ムラサキイモ色素、ムラサキトウモロコシ色素、ブドウ果皮色素、エルダーベリー
色素、ブドウ果汁色素）などが挙げられる。これらの着色料は、単独で又は２種以上組み
合わせて使用することもできる。
【００２７】
　なお、前記色相（Ｈ）の範囲内である限り、単一の着色料を用いてもよく、複数の着色
料を用いてもよい。例えば、黄色（乃至橙色）系色素（例えば、食用黄色４号、食用黄色
５号などの合成色素；クチナシ黄色素、ベニコウジ黄色素、ベニバナ黄色素、ウコン色素
、β‐カロテン、パーム油カロテン、マリーゴールド色素、ヘマトコッカス藻色素、トウ
ガラシ色素、アナトー色素、水溶性アナトー、コチニール色素、ラック色素などの天然色
素）、紫色系色素、無彩色系色素などを混合して着色してもよい。
【００２８】
　複数の着色料を組み合わせて使用する場合、混合した着色料の色相（Ｈ）が前記範囲内
であればよい。
【００２９】
　（フィルタ基材）
　フィルタ基材は、例えば、セルロースエステル繊維（例えば、セルロースアセテート繊
維、セルロースプロピオネート繊維、セルロースブチレート繊維など）；セルロース繊維
（例えば、木材パルプ、種子毛繊維、ジン皮繊維、葉繊維などの天然セルロース繊維、ビ
スコースレーヨン、銅アンモニアレーヨンなどの再生セルロース繊維など）；合成繊維（
例えば、ポリプロピレン繊維など）などで形成できる。また、繊維の断面形状も特に制限
されず、例えば、円形、楕円形、多角形、異形（例えば、Ｙ字状、Ｘ字状、Ｒ字状、Ｉ字
状など）、中空状などであってもよい。また、繊維は、必要に応じて捲縮されていてもよ
い。これらの繊維は単独で又は２種以上組み合わせて使用してもよい。
【００３０】
　フィルタ基材の形状は特に制限されず、繊維トウ（集束体）、シート状（例えば、パル
プ、セルロースエステル繊維などの紙料を抄紙した紙状など）などであってもよい。シー
ト状基材には、エンボス加工又はクレープ加工が施されていてもよい。
【００３１】
　フィルタ基材は、淡色の基材であってもよいが、着色や、喫煙による色の変化が確認し
やすいという観点から、白色であるのが好ましい。また、タール、ニコチンなどのろ過性
能、喫味への影響、コストなどの観点から、セルロースアセテート繊維トウが好適に使用
できる。
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【００３２】
　前記フィルタ基材は、慣用の方法によって棒状（ロッド状）に成型して、円筒状たばこ
フィルタを調製することができる。例えば、開繊した繊維を集束して、棒状に成型し、巻
紙で巻回する方法；シート状のフィルタ基材をフィルタプラグ巻上機に導入し、巻紙で棒
状に巻き上げて糊付けして、適当な長さに切断する方法などが例示できる。
【００３３】
　また、たばこフィルタは、本発明の効果を害しない限り、他の成分（例えば、トリアセ
チンなどの可塑剤、活性炭などの吸着剤、メントールなどの香料、サイズ剤、熱安定化剤
、歩留まり向上剤、接着剤など）を含んでいてもよい。
【００３４】
　たばこフィルタには、喫味向上の観点から、吸着剤（特に、粉状、粒状又は繊維状の活
性炭など）が添加される場合がある。吸着剤は、慣用の方法（例えば、たばこフィルタ成
型時に、開繊した繊維やシート状の巻上げフィルタ基材に添加する方法など）によって導
入できる。また、活性炭は、たばこフィルタ中に均一に分散していてもよく、デュアルチ
ャコールフィルタなどのように部分的に偏在してもよい（例えば、口元部（吸口側端部）
以外に偏在など）。喫煙による色の変化を確認しやすいという観点から、活性炭はフィル
タ中に偏在させてもよい。
【００３５】
　（着色方法）
　本発明のたばこフィルタは、たばこフィルタ成型前のフィルタ基材、又は成形後のたば
こフィルタを淡色に着色処理して調製できる。濃色に着色すると、喫煙後の吸殻において
も、タール由来の茶色味が目立ちにくく、見た目の不快感は軽減される。また、カラフル
な色彩による濃い着色（色彩の鮮やかさ）という点においては、意匠性に優れている。し
かし、喫煙によるフィルタ外観（色彩）の変化が認識しにくくなるため、趣向性に欠け、
喫煙者に色彩の変化による演出という付加価値が提供できなくなるおそれがある。
【００３６】
　処理方法は、淡色に着色する限り特に制限されず、慣用の方法、例えば、着色料を低濃
度で溶媒に溶解（又は分散）した着色液を調製し、着色液中にフィルタ基材（又はたばこ
フィルタ）を浸漬する方法；コータやスプレーなどにより着色液をフィルタ基材（又はた
ばこフィルタ）に塗布（又は噴霧）する方法などが挙げられる。前記方法により得られた
フィルタ基材（又はたばこフィルタ）は加熱及び／又は減圧乾燥により、溶剤を除去して
もよい。
【００３７】
　溶媒としては、例えば、アルコール類（例えば、エタノール、イソプロピルアルコール
などのアルカノール類；プロピレングリコール、ブチレングリコール、ポリエチレングリ
コール、ポリプロピレングリコールなどの（ポリ）アルキレングリコール類、グリセリン
などの多価アルコール類など）、アセトンなどのケトン類、水などが例示できる。これら
の溶剤は単独で又は２種以上組み合わせて使用することもできる。これらの溶媒のうち、
取扱い性の観点から、エタノールが好ましい。
【００３８】
　また、着色液の濃度は低濃度であることが好ましく、着色料の重量含有率は、例えば、
１～５０ｐｐｍ程度の範囲から選択でき、好ましくは５～４０ｐｐｍ、さらに好ましくは
１０～３０ｐｐｍ程度であってもよい。着色液の濃度が高すぎると、フィルタ基材が濃色
に着色され、喫煙による変色が認識しにくくなるおそれがある。
【００３９】
　なお、淡色に着色されたたばこフィルタは、前記着色料と同様の色相（Ｈ）、明度（Ｖ
）及び彩度（Ｃ）を有している。
【００４０】
　また、たばこフィルタ中の着色料の重量含有率は、例えば、１ｐｐｍ以上４０ｐｐｍ未
満（例えば、１～３５ｐｐｍ）程度の範囲から選択でき、好ましくは５～３０ｐｐｍ（例
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えば、５～２５ｐｐｍ）、さらに好ましくは１０～２０ｐｐｍ（例えば、１０～１５ｐｐ
ｍ）程度であってもよい。着色料の重量含有率が高すぎると、たばこフィルタが濃色とな
り、喫煙による変色が分かりにくくなるおそれがある。
【００４１】
　なお、たばこフィルタ中の着色料の重量含有率は、慣用の方法、例えば、たばこフィル
タ中の着色料を抽出又は溶解し、分光分析機により最大吸収波長における吸光度を測定し
て、検量線に基づいて算出することができる。
【００４２】
　［喫煙による変色］
　本発明では、喫煙すると、前記たばこフィルタの色と喫煙により生じるタール由来の色
とが混色して、たばこフィルタの色相（Ｈ）が変化する。
【００４３】
　なお、喫煙により生じるタールは、たばこフィルタを茶色（又は黄褐色）に着色し、そ
の色相（Ｈ）は－５～０の範囲にある。そのため、予め特定の色相にたばこフィルタを淡
色に着色することによって、着色による意匠性だけでなく、喫煙による色の変化という趣
向性にも優れたたばこフィルタを提供できる。例えば、着色料（又は喫煙前のたばこフィ
ルタ）の色相（Ｈ）が、＋１５～＋４７．５、好ましくは＋２０～＋４７．５、さらに好
ましくは＋２５～＋４５の範囲（緑～青系の色）であると、喫煙後のたばこフィルタは黄
緑～緑系の色に変化する。着色料（又は喫煙前のたばこフィルタ）の色相（Ｈ）が、－１
０～－３５、好ましくは－１２．５～－３０、さらに好ましくは－１５～－２５の範囲（
赤系の色）であると、喫煙後のたばこフィルタは橙色系の色に変化する。いずれの場合に
おいても、一般的な白色のたばこフィルタの吸殻と比べて、茶色味を帯びていないため、
見た目の不快感を軽減できる。
【００４４】
　また、たばこフィルタの色相（Ｈ）の変化は、マンセル色相環１００において、右回り
又は左回りに、例えば、５以上（例えば、５～２５）、好ましくは７．５以上（例えば、
７．５～２０）、さらに好ましくは１０以上（例えば、１０～１５）であってもよい。色
相（Ｈ）の変化が小さすぎると、喫煙者が色の変化を認識できないおそれがある。
【００４５】
　前記たばこフィルタを有するたばこは、香料で着香していてもよい。香料の種類は特に
制限されず、例えば、着色料（又はたばこフィルタ）の色相（Ｈ）が、＋１５～＋４７．
５、好ましくは＋２０～＋４７．５、さらに好ましくは＋２５～＋４５の範囲（緑～青系
の色）にある前記たばこフィルタをメントール系の香料で着香すると、喫煙後に黄緑～緑
系の色へと変化するため、その視覚的な演出と相まって、喫煙者にミントを連想させるこ
とができ、より効果的に清涼感を感じさせることができる。メントール系の香料としては
、例えば、ペパーミント油、スペアミント油などが挙げられる。
【００４６】
　また、着色料（又はたばこフィルタ）の色相（Ｈ）が、－１０～－３５、好ましくは－
１２．５～－３０、さらに好ましくは－１５～－２５の範囲（赤系の色）にある前記たば
こフィルタをシトラス系の香料で着香すると、喫煙後に橙色系の色へと変化するため、そ
の視覚的な演出と相まって、喫煙者に柑橘類を連想させることができ、より香りを引き立
て、さわやかさを感じさせることができる。シトラス系の香料としては、例えば、オレン
ジ油、夏ミカン油、ライム油、レモン油などが挙げられる。
【００４７】
　前記たばこフィルタと香料とを組合せたたばこは、喫煙による新たな楽しみなどの付加
価値を提供できる。なお、香料は前記たばこのいずれの部分に含まれていてもよく、例え
ば、刻、フィルタなどに含まれていてもよい。
【実施例】
【００４８】
　以下に、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に
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【００４９】
　実施例１
　市販のたばこ［ピース・ライト・ボックス（登録商標第２１２２８３９号）（日本たば
こ産業株式会社製）］のセルロースジアセテート捲縮繊維トウのフィルタ本体（２５ｍｍ
）を、末端から１４ｍｍの部分を剃刀で切断した。
【００５０】
　切断したフィルタを、食用青色１号（Brilliant Blue FCF）（キリヤ化学株式会社製）
のエタノール溶液（重量含有率２５ｐｐｍ）中に浸漬した。エタノールを真空乾燥により
除去し、うすく青色に着色したたばこフィルタを得た。
【００５１】
　ガラス管で切断部を再接続し、喫煙実施後、たばこフィルタはエメラルドグリーンに変
化した。
【００５２】
　実施例２
　実施例１と同様に切断したフィルタを、食用赤色２号（Amaranth）（キリヤ化学株式会
社製）のエタノール溶液（重量含有率２０ｐｐｍ）中に浸漬した。エタノールを真空乾燥
により除去し、うすく赤色に着色したたばこフィルタを得た。
【００５３】
　ガラス管で切断部を再接続し、喫煙実施後、たばこフィルタは鮮やかな橙色に変化した
。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　本発明は、着色による意匠性及び喫煙による色の変化などの趣向性（ファッション性）
を持たせたたばこに利用できる。特に香料との組合せにより、喫煙することに新たな楽し
みなどの付加価値を与えることができる。
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